
一
般
会
計
の
負
担

　

地
方
自
治
体
が
設
置
す
る
公
立
病
院
は
、

良
質
な
医
療
を
提
供
し
つ
つ
、
健
全
な
経
営

を
行
い
、
独
立
採
算
を
維
持
す
る
こ
と
が
原

則
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
救
急
医
療
や
小
児

産
科
な
ど
の
採
算
性
が
あ
ま
り
期
待
で
き
な

い
医
療
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
は
、
市

の
一
般
会
計
等
に
お
い
て
負
担
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
一
般
会
計
か
ら
の
繰
出
金
は
、
国
か

ら
の
地
方
交
付
税
と
し
て
財
源
が
保
障
さ
れ

た
も
の
も
含
ん
で
い
ま
す
。
し
か
し
、
一
般

会
計
繰
出
金
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
漫
然

と
業
務
を
こ
な
し
経
費
を
使
用
す
る
の
で
は

な
く
、
コ
ス
ト
意
識
を
持
っ
て
医
療
サ
ー
ビ

ス
を
提
供
す
る
こ
と
が
病
院
経
営
に
も
求
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

お
役
所
体
質
で
は
限
界

　

水
原
郷
病
院
が
運
営
上
の
問
題
を
解
決
で

き
な
い
背
景
・
要
因
に
は
、
国
の
診
療
報
酬

の
引
き
下
げ
、
医
師
数
の
抑
制
、
臨
床
研
修

医
制
度
の
導
入
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、

病
院
が
崩
壊
の
危
機
に
至
っ
た
大
き
な
要
因

は
、
医
師
の
過
重
労
働
と
経
営
改
善
を
放
置

し
た
経
営
ガ
バ
ナ
ン
ス
（
病
院
を
統
治
す
る

能
力
）
機
能
の
低
下
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま

す
。

　

あ
る
意
味
で
、
経
営
感
覚
に
乏
し
い
お
役

所
的
体
質
の
ま
ま
病
院
経
営
を
す
る
こ
と
は

限
界
に
達
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

厳
し
い
赤
字
経
営

　

水
原
郷
病
院
は
、
平
成
14
年
度
以
降
赤
字

と
な
り
、
厳
し
い
経
営
状
況
が
続
い
て
い
ま

す
。
特
に
平
成
17
年
度
か
ら
は
不
良
債
務
の

発
生
（
資
金
不
足
の
状
態
）
が
避
け
ら
れ
な

く
な
り
、
国
の
基
準
に
基
づ
く
繰
出
金
以
外

に
も
市
の
一
般
会
計
か
ら
赤
字
補
て
ん
と
し

て
、
4
年
間
で
10
億
5
千
万
円
の
繰
り
出
し

を
行
い
ま
し
た
。

　

一
方
、
一
般
会
計
で
も
、
不
況
の
長
期
化
・

深
刻
化
で
税
収
が
減
少
す
る
中
で
、
過
去
に

借
り
入
れ
た
市
債
の
償
還
が
平
成
22
年
度
に

ピ
ー
ク
を
迎
え
る
な
ど
大
変
厳
し
い
状
況
に

あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、

病
院
へ
の
多
額
の
繰
り
出
し
を
続
け
る
こ
と

は
、
他
の
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
も
大
き

な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

医
師
の
大
量
退
職

　

平
成
18
年
春
に
は
、
医
師
の
退
職
が
相
次

い
だ
こ
と
で
、
診
療
体
制
を
縮
小
。
救
急
患

者
の
受
け
入
れ
も
制
限
す
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。

　

そ
の
後
、
市
お
よ
び
病
院
で
も
医
師
の
招

聘へ
い

に
努
力
し
て
い
ま
す
が
、
な
か
な
か
成
果

が
現
れ
な
い
状
況
で
す
。
必
要
な
医
師
数
の

確
保
が
で
き
な
い
ま
ま
で
は
、
収
益
の
改
善

は
見
込
ま
れ
ま
せ
ん
。

水原郷病院 17年度 18 年度 19 年度

一般会計繰入金 8.5 7.8 6.0

うち地方交付税 2.5 2.4 2.0

（赤字補てん） （3.5） （3.0） （2.0）

県立病院（15病院合計）17 年度 18 年度 19 年度

一般会計繰入金 115.0 120.3 122.8

公
設
民
営
化
…
な
ぜ
？

※各年度末現在の数値
※医師数は、歯科医師を含む。
※看護師数は、准看護師を含む。

※病床数の推移
　14・15 年度 334 床／16・17 年度 321 床
　18 年度 4～ 8月 206 床／18 年度 9月～ 248 床稼動

水原郷病院 県立新発田 その他

平成 16年
80.5％

（1022 人）
3.2％
（41 人）

16.2％
（202 人）

平成 20 年
25.4％
（326 人）

33.6％
（430 人）

41.0％
（525 人）

こ
れ
ま
で
も
お
知
ら
せ
し
て
き
た
と
お
り
、
市
で
は
、
水
原
郷
病
院
を
公
設
民
営
化
（
指

定
管
理
者
制
度
の
導
入
）
し
、
経
営
改
善
を
行
い
な
が
ら
、
公
的
資
金
（
起
債
）
に
よ

る
新
病
院
建
設
を
目
指
す
方
針
を
決
定
し
て
い
ま
す
。

【経営状況の推移】※ 20 年度は見込み額 【一般会計からの繰出金の推移】

【医師数・看護師数の推移】 【入院患者数・外来患者数の推移】

【水原郷病院と県立病院の比較】 【市消防本部における救急搬送先の推移】

基準内繰出金 赤字補てん
うち交付税措置額

総収益 総費用
純利益または純損失

医師数 看護師数 入院患者数 外来患者数

総
収
益
・
総
費
用
（
億
円
）

純
利
益
ま
た
は
純
損
失
（
億
円
）

（
億
円
）

医
師
数
（
人
）

看
護
師
数
（
人
）

入
院
患
者
数
（
人
／
日
）

外
来
患
者
数
（
人
／
日
）

■水原郷病院の公設民営化

　
　
　

水
原
郷
病
院
の
公
設
民
営
化

単位：億円

な
ぜ
？ 

ど
う
な
る
？
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民
営
化
…
ど
う
な
る
？

病院の民営化について皆様が感じているこ

とをお寄せください。郵便・FAX・メールなど、

文書であれば、どの方法でもかまいません。

名前と住所を明記し、提出してください。いただいたご

意見は、今後の民営化に向けた協議等の参考とします。

■水原郷病院の公設民営化

民
間
の
経
営
ノ
ウ
ハ
ウ
を
活
用

　

こ
の
ま
ま
で
は
病
院
の
維
持
・
継
続
も
困

難
な
こ
と
か
ら
、
市
民
に
必
要
な
医
療
を
提

供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
市
は
公
設
民

営
化
の
方
針
を
決
定
し
ま
し
た
。
病
院
経
営

の
プ
ロ
の
組
織
体
に
経
営
を
委
ね
、
民
間
的

経
営
手
法
の
導
入
に
よ
る
効
率
的
な
経
営
を

行
う
こ
と
で
健
全
経
営
を
確
保
し
、
市
の
財

政
負
担
の
抑
制
を
図
り
、
地
域
医
療
の
充
実

を
目
指
し
ま
す
。

　

指
定
管
理
者
制
度
で
は
、
民
間
の
経
営
ノ

ウ
ハ
ウ
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
経
営

改
善
や
不
足
す
る
医
療
ス
タ
ッ
フ
の
確
保
、

救
急
医
療
体
制
の
段
階
的
な
構
築
な
ど
が
期

待
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
救
急
以
外
で
も
、
指

定
管
理
者
の
運
営
す
る
病
院
に
は
、
こ
れ
ま

で
と
同
様
の
市
行
政
と
の
協
力
関
係
の
継
続

と
、
市
が
示
す
条
件
で
の
医
療
サ
ー
ビ
ス
の

提
供
を
実
施
し
て
も
ら
い
ま
す
。

指
定
管
理
者
制
度
の
課
題

　

指
定
管
理
者
制
度
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の

問
題
が
解
決
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

民
間
の
経
営
ノ
ウ
ハ
ウ
を
活
用
し
て
も
、
今

ま
で
の
赤
字
体
質
か
ら
本
来
の
独
立
採
算
に

ま
で
改
善
す
る
に
は
、
あ
る
程
度
の
期
間
が

必
要
で
す
。
そ
の
た
め
、
民
営
化
後
数
年
間

は
指
定
管
理
者
に
対
し
て
赤
字
補
て
ん
を
行

う
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

医
師
不
足
や
看
護
師
不
足
も
、
今
や
全
国

的
な
問
題
で
あ
り
、
医
療
ス
タ
ッ
フ
が
容
易

に
確
保
で
き
る
と
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
民

営
化
後
、
す
ぐ
に
救
急
医
療
を
再
開
す
る
こ

と
は
困
難
で
す
。

　

し
か
し
、
市
と
指
定
管
理
者
が
協
力
し
て

医
療
ス
タ
ッ
フ
の
確
保
に
努
め
、
段
階
的
に

救
急
受
入
態
勢
を
整
え
て
い
く
こ
と
を
目
指

し
ま
す
。

公
設
民
営
化
の
基
本
的
条
件

　

市
と
予
定
さ
れ
る
指
定
管
理
者
候
補
で
あ

る
新
潟
県
厚
生
農
業
協
同
組
合
連
合
会
は
、

公
設
民
営
化
の
円
滑
な
実
施
を
目
指
し
、
去

る
5
月
11
日
に
公
設
民
営
化
の
基
本
的
な
条

件
と
し
て
、
次
頁
の
項
目
に
つ
い
て
確
認
を

し
、
書
面
を
取
り
交
わ
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
、
現
在
の
病
院
の
状
況
や
こ
れ
ま

で
の
協
議
の
結
果
を
踏
ま
え
、
公
設
民
営
化

後
の
運
営
に
当
た
っ
て
の
「
公
」「
民
」
双

方
の
基
本
的
な
責
任
を
明
ら
か
に
し
た
も
の

で
す
。

　

現
在
の
と
こ
ろ
、
民
営
化
の
実
施
時
期
は

未
定
で
す
。
し
か
し
今
後
は
、
確
認
書
に
基

づ
き
、
実
施
時
期
や
将
来
の
診
療
体
制
な
ど

に
つ
い
て
、
よ
り
具
体
的
な
協
議
を
行
う
予

定
で
あ
り
、
早
期
の
民
営
化
の
実
現
を
目
指

し
て
い
ま
す
。

〒 959-2092

阿賀野市岡山町 10 番 15 号

阿賀野市役所 企画政策課 病院改革推進室

☎ 61-2483（直通）　FAX 62-0281

　 kikaku@city.agano.niigata.jp

水原郷病院の運営委託に関する確認書の概要
1運営上の赤字について
　・現在の施設の運営＝市が全額指定管理者に支払う。

　・新病院の運営＝指定管理者の運営状況を考慮して協議する。

2高額医療機器等の整備は、市が行い、市の所有とする。
3 現在の水原郷病院の職員について、指定管理者は、自己の事業計画に定める必要人数の
範囲内での再雇用に配慮する。再雇用後の待遇は指定管理者の規程による。なお、再雇

用とならなかった職員の処遇については、市が対応する。

4診療報酬などの利用料金は指定管理者の収入とし、病院の運営費に充てる（利用料金制）。
5指定管理者が支払う施設使用料について
　・現在の施設＝原則として全額免除　・新病院＝指定管理者の収支に見合うものとする

6市が新病院建設を早期に着手できるよう、指定管理者は運営の健全化を図る。
7新病院建設は、移転新築を基本として、規模、機能を協議する。
8 診療機能等は「新病院建設委員会報告書」等の意見を基本とし、指定管理者の意見を尊
重する。

9運営委託の時期は、双方協議の上、決定する。
10   公設民営化の実施について困難な事由が生じたときは、双方協議の上、これまでの協議
を白紙とする。
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